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                           ２００８年１１月１９日 

同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会御中 

                        崇仁まちづくり推進委員会 

                          会 長 奥 田 正 治 
  検討課題５「崇仁地区における環境改善について」の意見書 

 標記検討項目について、以下のように意見がまとまりましたので、貴委員会に対し

提出いたします。 
 

 貴委員会において、崇仁地区の新しいまちづくりを飛躍させるために、ご検討いただい

ておりますことを深く感謝致します。平成８年に、これまでの地元団体の対立を乗り越え

て、私たちは「崇仁まちづくり推進委員会」を結成致しました。その経緯と崇仁地区の住

環境整備事業の抱える困難性等については、既に本年５月に提出いたしました「京都市同

和行政終結後の行政の在り方総点検委員会における検討項目に関する意見書」において詳

述させていただいたところです。その後、貴委員会において崇仁地区の環境改善に関する

具体的な検討が始まり、傍聴をしたり委員会の資料や議事録を読ませていただくなかで、

以下の２点を私たちの意見として提出させていただきます。 

 

１．検討課題の基本的観点について 

 私たち推進委員会は、京都市をパートナーとして、ボランティアで原則毎週木曜日の夜、

会議をこの１２年間開催して、地区の環境改善に関わる諸問題を一日も早く解決すべく､

努力し続けております。その早期解決を何よりも望んでいますのは、私たち推進委員会は

もとより、長年にわたって厳しい生活環境を強いられ続けている地区住民であります。京

都市とは課題に応じた「まちづくり計画」を策定してまいりましたが、その計画の前に立

ちはだかるのは、住民の事業協力に対する諸不安であり、京都市の事業予算であると言っ

ても過言ではありません。 

 崇仁地区の住環境整備事業は、すでに詳述したところですが、法律に基づき、不良住宅

地区の判定結果の上、国から補助金を得て土地や家屋を買収し、地区をクリアランスして、

改良住宅や地区施設を建設することにより、良好な街区を形成整備することをもって、地

区住民にとってだけでなく、周辺地区や市町村の住民にとっても有為な役割を果たすとい

う目的を持った事業です。従って、崇仁地区の住環境整備事業は、京都市の財政事情を考

慮するとしても、このような法的・社会的根拠に即して実施、完了されるべき必要なプロ

ジェクトです。 

 とりわけ崇仁地区の事業は、京都市内の既に完了して他地区とは違い、未完了であり、

事業が進行中であるという現実があります。京都市と私たちの間で、論点整理に示されて

いるような観点から、協議を重ね、時には政府への陳情も行ってきました。まちづくりは、

改良事業という手法だけでは完了しないとの視点から、土地区画整理事業や定期借地権方

式等も検討してきましたが、改良事業から他への事業変更は、土地買収において国から支

給された補助金全額を京都市が国に返還しない限り、実現性がないという大きな壁に直面

しています。事業変更するにしても、継続するにしても、京都市の予算的裏付けが必要で

あると言うことです。この点をらち外において、議論と事業検討はできません。 
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 そこで、基本的には、改良事業を核として、実現可能な現実的手法を組み合わせること

で、早期完成と「住まう，集い賑わう」ための諸課題の実現に向けて取り組んでいるとこ

ろです。論点整理に示された、「改良住宅だけのまちでは，人口減少に歯止めはかけられ

ない状況」、「現在の住環境を改善するため，引き続き改良事業による住宅建設を進める

が，一方で多様な世代，階層が住み，集い，地域の活力を取り戻すためにも，多様な住宅

供給」や「これまで買収してきた点在する市有地を集約化すれば，京都駅に近接した立地

を生かし，多様な住宅供給や賑わい施設の導入」によって、「地区内の賑わいだけではな

く，京都のまち全体を活気付ける賑わいとする必要がある」との共通認識に立って、「改

良事業推進のための新たな事業手法の導入等」を検討しているところでもあります。 

 具体的には、補助金の関係から「住宅地区改良事業の早期完了を目指し」つつも，補助

金返還問題を克服する手法も含め「点在する事業用地を集約化することができる土地区画

整理事業との合併施行が有効な手法」として活用できないか、また「民間活力等」も視野

に入れた事業手法の検討も始めております。 

 これらの経過や現状を十分ご理解いただいてたうえでのご検討を切にお願い致します。 

 

２．崇仁まちづくり推進委員会との意見交換について 

 私たちは、貴委員会からの京都市への報告が、より実現可能な内容となるためにも、貴

委員との意見交換の場を与えていただきたいと願っております。貴委員会には、崇仁地区

のまちづくりに関わりの深いリム・ボン氏がおられ、私たちとは添付資料にある「崇仁ま

ちづくり新たな挑戦『２１世紀型多文化交流のまち崇仁』五つ星計画」（都市再生モデル

調査報告）も策定してきました。この報告は、新しい観点から崇仁のまちづくりを考察し

たものではありますが、その実現には前述のように克服すべき法的・経済的課題が多く、

検討を進めているところです。しかし、貴委員会でリム氏が提案された「崇仁地区を舞台

に京都らしさを象徴する都市政策を展開する」と題する論文は、先の調査報告と共通した

観点もあるものの、違った観点から大変興味深い提案も含まれています。 

 その提案のベースになっております定期借地権方式は、国庫補助金の全額返還のうえで

の事業変更によって可能なことは、リム氏もご存じの所ところです。民間資本の全面導入

は、補助金返還の壁だけでなく、かつての地上げを目的とした抗争や地区指定解除訴訟な

ど、住民には不安感が強くあり、強制立ち退きや将来の生活保障などの点で、事業主体と

の信頼関係など、検討をはじめたものの補助金返還問題以外にもクリアすべき課題が山積

みしております。 

 これらの新しい発想のプランも含め、事業の「早期実現」を第一義とした検討が強く求

められています。実現可能な有効な事業展開を創出すべく、京都市と貴委員会と私たちの

公開した意見交換の場が持てますことを強くお願いする次第です。 
















